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専務理事  大 森 伸 男 

 

原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の 

放射性物質の暫定許容値の設定等について 

 

このことについて、平成 23 年４月 14 日付け事務連絡をもって、農林水産省

消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（飼料安全基準班担当）及び課長補佐

（飼料検査指導班担当）から別添写しのとおり、農林水産省消費・安全局畜水

産安全管理課長から東北・関東管内都県畜産主務部長宛ての通知の写しと参考

資料の「牛用粗飼料の放射性物質の暫定許容値Ｑ＆Ａ」について、了知願いた

い旨の通知があったので関係会員等への周知方お願いします。 

このたびの通知の内容は、東京電力（株）福島第一原子力発電所（以下「原

発」という。）の事故に伴う放射性ヨウ素、放射性セシウム等の放射性物質の放

出が続く状況の中、収穫される牧草や生産されるデントコーン等の飼料作物等

の粗飼料を介した牛への暴露の防止・低減を通じ、牛乳や牛肉が食品衛生法上

の暫定規制値を超えないようにするための当面の目安として、今般、粗飼料中

の放射性物質の暫定許容値を定めたので、生産者への周知・指導を願いたいこ

と。また、大気中の放射線量が通常より高いレベルで検出された地域において

は、牧草等の放射性物質含有量の定点調査を行い、その結果を農林水産省に伝

達するとともに、生産者に周知するよう願いたいとするものです。 

 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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